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１．音楽分野及び実演分野における議論の整理
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○放送や放送後のネット配信については、放送事業者と権利者団体との間で包括利用許諾契約等による実務上の運用手続が形成。

○これまで積み上げられてきた放送や放送後のネット配信における権利処理の実務上の運用手続を参考にしつつ、具体的な同時配信の展開手法

やサービス内容を踏まえ、権利処理の手続を整理し、具体的な課題を抽出した上で、これらの抽出された課題に対応するための具体的な権利処

理方法の形成について検討することが必要。

音楽分野及び実演分野における議論の整理

中間答申で示された検討の方向性

○ＮＨＫについては、総合及び教育テレビの常時同時配信の実施を希望しているが、放送法上の取扱いに関しては「放送を巡る諸課題に関する検

討会」において検討中であり、平成２７年度より、毎年、同時配信の試験的な取組（試験的提供）を実施しているところ。

○民間放送事業者については、一部の番組について同時配信の実験を実施しているが、同時配信のビジネスモデルが構築されておらず、これに取

組むとの判断には至っていない。

放送事業者の状況

○現行の初回放送や放送後の見逃し配信における権利処理の運用手続をもとに、図上演習を実施（将来的に同時配信を実施

すると仮定した場合に想定されうる権利処理方法を考察）。

○上記の図上演習を通して、ＮＨＫの試験的提供の結果等を考慮しながら、具体的な課題を抽出し、課題の解決策について議

論を実施。

検討にあたっての基本的考え方
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１－１．音楽分野における議論の整理
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これまでに示された主な意見
①包括
的利用
許諾契
約

【権利者団体】
○既に使用料規程を設けており、包括的利用許諾契約により対処可能。

【放送事業者】

○包括的利用許諾契約を締結することは可能と思われる。ただし、民放はビジネスモデルが構築されておらず、現段階ではどのような契約
となるかは不明。

○包括的利用許諾契約を締結しても、権利者団体管理外（アウトサイダー）の問題は残る。

②放送と
同様の
報酬請
求権

【放送事業者】

○スムーズな権利処理を考えると、運用の中で工夫していく手段もあるが、レコード製作者等について、放送と同様に報酬請求権とする制
度改正の検討を進めるべき。

【権利者団体】

○現状包括処理でうまくいっているのに権利制限を求めるのは理解に苦しむ。権利者にもビジネスモデルがあり、一方的な権利制限は納
得できない。

○音楽分野では、実務上大きな課題はないのではないか。
○NHKにおいては、試験的提供Bの結果では権利者等からネット配信許諾が得られずに配信できなかった割合はごく一部分であり、原因の

多くを占める配信権などの問題は音楽の権利を報酬請求権化したとしても解決する問題ではないにもかかわらず、報酬請求権化を主張
するのはきわめて都合の良い主張のように思われる。

【文化庁等】
○権利制限には公益性が必要。権利と利用の保護のバランスが必要。実際にどのようなニーズがあるのか不明。

基本とする考え方に関する議論

○権利者団体管理外（アウトサイダー）の現状

【ＮＨＫによる調査】
（2015年10月～2016年３月 総合・教育の放送（95,000件）の内訳）

○レコード協会管理が確認されたもの：８７．１％
○レコード協会管理外であることが確認されたもの：１．１％
○管理状況が不明なもの：９．１％
○輸入盤：２．６％

【ＮＨＫの試験的提供Bにおける調査】
（2017年10月30日～11月26日 総合・教育の同時配信（1,209時間、
3,345番組）の内訳）

○配信を行わなかった割合：
時間ベース：１５．５％ 番組数ベース：１９．３％ （644番組）

○音楽が原因のもの：輸入盤ＣＤ使用のため、配信を差し控えた２件

音楽分野における議論の整理①
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（２）放送事業者と権利者団体の協力に関する契約上の位置づけ

②文化庁によるコンテンツの権利情報集約化等に向けた実証事業

レコード製作者等におけるアウトサイダーに関する現状の取組等

①レコード協会による放送事業者に対する管理情報の提供

（１）集中管理の拡大・権利情報の集約化

○放送事業者の求めに応じて、レコード協会に送信可能化権の管理委任を行っている社（会社名）のリストを交付（計349社）。
○特定のレコードが管理委任の対象であるか否かについて、放送事業者からの問い合わせには随時対応。
※JASRACのように放送事業者が直接検索できるデータベースがない。

○文化庁では、コンテンツ等の権利情報の集約化に向けたデータベースの整備について、集中管理の取組が進んでいると思われる音楽の
分野を中心に、平成29年度より実証事業を行っている。

○平成11年にJASRAC・レコード協会・CPRAにより設立されたMINC（ミュージック・ジェイシス協議会）が行ってきた音楽情報の総合ポータルサ
イトである「MUSIC FOREST」をベースにして、MINCを設立した３団体と昨年10月から参加したNexToneを中心に、日本レコード協会に加盟
していないインディーズレーベルの関係の団体にも加わってもらう形でデータベースの構築を進めている。

○ＣＤ商品の品番、アルバム名などで検索して、その管理楽曲が確認可能。MUSIC FORESTの掲載楽曲数は約480万曲のところ、新しいデー
タベースについては約520万曲となっており、約40万曲増加。

○レコード協会は、放送用複製（放送事業者による一時的固定を超える利用）について平成３年から包括許諾で対応しているが、これまで問
題が生じたことはない。契約により、問題が生じればレコード協会と放送事業者が協力して問題解決にあたることとしている。

○放送番組の海外番販（ネット配信を含む）における原盤権処理は放送用複製と同様の契約とすることで権利者団体・放送事業者で合意済
み。

→「レーベル名、CD番号はリストに記載されていない（インディーズレーベルや合併後のレコード会社名の照合が困難な場合がある）」
「現時点でどの原盤がレコード協会で管理されているのかを調べるのにも手間がかかる。調査の仕方・検索の仕方も課題」
等の指摘があった。

→「放送用複製と送信可能化では権利者の受け止め方が違うと思われるので、同時配信について問題が生じるリスクがある」
等の指摘があった。

音楽分野における議論の整理②
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これまでに示された主な意見
①権利
団体によ
る管理範
囲の拡
大（デー
タベース
の充実・
利活用を
含む）

【権利者団体】
○レコード協会として、委任をしていない権利者の取り込みについては今後も積極的に行っていきたいと考えており、そのために放送局から情報提供を受け

るなどして、まだ権利を預かっていないレコード会社があるようであれば権利委任の働きかけを進めていきたい。
○管理原盤のデータベース化については、よくＪＡＳＲＡＣのようにできないかと言われるが、そこまでのレベルは難しいが、レーベル名での管理や、レコード

会社名以外での情報の追加といった、管理レコードの明確化や情報の整理については積極的に取り組んでいきたい。
※文化庁では、コンテンツ等の権利情報の集約化に向けたデータベースの整備について、集中管理の取組が進んでいると思われる音楽の分野を中心
に、平成29年度より実証事業を行っている。

○輸入盤（日本で国内版未発売の外国のメジャー以外のレコード）については、外国との相互管理協定を拡大していくなどの取組で対応していきたい。

【放送事業者】
○現時点でどの原盤がレコード協会で管理されているのかを調べるのにも手間がかかる。調査の仕方・検索の仕方も課題。（再掲）
○レコード協会の委任を増やす取組については評価。しかし、現実問題として、委任範囲を１００％に広げるのは難しいと思われる。

②不明
権利者
裁定制
度

【放送事業者】
○現行の不明権利者裁定制度では、申請中利用制度を活用して利用ができるまでに一定の時間と手続が必要なので、放送と同時の番組配信の権利処理

で活用することは極めて困難。

【文化庁】
○裁定制度については、これまで「相当な努力」要件の具体的、明確化及び要件の緩和や、申請中利用など、改善を行っている。

③拡大
集中許
諾制度

【権利者団体】
○拡大集中許諾の議論もあるのではないか。

【文化庁・有識者等】
○拡大集中許諾制度の法的正当化については、黙示の許諾、労働協約、民法上の事務管理等に基づく説明が考えられるところ、それぞれに課題が残ると

考えられ、具体的な制度内容に応じてさらなる検討が必要。
○また、導入する場合の具体的な課題としても、拡大集中許諾については、団体の在り方（適格性・代表性・構成員の同意の要否）、使用料の徴収・分配の

手続、非構成員との関係、オプトアウトの具体的仕組み、著作権管理事業法と競争法との関係、未分配の使用料の取扱いなど多様な課題を有している。
○拡大集中許諾制度は、日本では、権利者側の組織率が低く、導入困難。
○権利者団体による権利者の確定や探索等により加入率を高めていくと、拡大集中許諾制度を導入する道を開くことにもなる。

④放送と
同様の
報酬請
求権
（再掲）

【放送事業者】
○スムーズな権利処理を考えると、運用の中で工夫していく手段もあるが、レコード製作者等について、放送と同様に報酬請求権とする制度改正の検討を

進めるべき。

【権利者団体】
○現状包括処理でうまくいっているのに権利制限を求めるのは理解に苦しむ。権利者にもビジネスモデルがあり、一方的な権利制限は納得できない。
○音楽分野では、実務上大きな課題はないのではないか。
○NHKにおいては、試験的提供Bの結果では権利者等からネット配信許諾が得られずに配信できなかった割合はごく一部分であり、原因の多くを占める配

信権などの問題は音楽の権利を報酬請求権化したとしても解決する問題ではないにもかかわらず、報酬請求権化を主張するのはきわめて都合の良い
主張のように思われる。

【文化庁等】
○権利制限には公益性が必要。権利と利用の保護のバランスが必要。実際にどのようなニーズがあるのか不明。

レコード製作者等におけるアウトサイダーへの対応に関する議論

音楽分野における議論の整理③

7



これまでに示された主な意見

①同時配
信の前提
となるビ
ジネスモ
デルに関
する意見

【放送事業者】
○民放各社は現状、同時配信を実施するか否か、また実施した場合に、どのような方針で行うのか判断していない。
○仮に実質的な収入がなく、「放送の補完サービス」として実施するのであれば、権利処理においては「ゼロベース」とするなど権利者の協力をお願い
したい。

○同時配信について社会的要請がある場合、権利とそれに伴う使用料の考え方を見直す必要がある場合には、現行の使用料規程の考え方について
も考え直す必要があるのではないか。

【権利者団体】
○ビジネスモデルが成り立つか権利をゼロベースとするのかという議論は別にすべき。無権利と同等の状態にすべきという意見ならば話し合いはうまく
いかなくなる。

○クリエイターにもビジネスモデルがあり、一方的にクリエイターの権利を制限せよという議論はおかしい。
○そもそも同時配信においてどのようなサービスを具体的に提供する計画であるのかを明示すべき。

②ＮＨＫ
の権利処
理手続
ルールの
形成が先
行するこ
とによる
民放への
影響

【民放各社】

○ＮＨＫの権利処理のやり方が業界全体の慣行と見なされることについて懸念するところであり、ＮＨＫにおいては、民放各社との情報共有に加え、権
利処理のルールの考え方に配慮すべき。

○ＮＨＫとの情報共有及び意見交換は必須であり、あらかじめ一定の仕組みを構築することが必要。

【NHK】
○ＮＨＫと民放では収入構造が異なることから、異なる権利処理手続ルールの形成もあり得る。ただし、情報共有や意見交換を行っていくことは可能で

ある。

③民放
ローカル
局におけ
る権利処
理への対
応

【民放各社】

○民放連と権利者団体の協議に基づく包括的利用許諾契約等が成立するのであれば、民放連がローカル局の意見集約をすることが可能なので個別
の事前調整は不要になるのではないか。

○社内に権利処理専門の部署がない放送事業者もおり、アウトサイダーとの権利交渉ができるか疑問。
○系列局のことも想定して検討を進めていきたい。
○民放連では当面調査・研究を主眼としており、ローカル局が同時配信を行うと決めたときには民放連としてどのような対応が必要なのか検討すること
になろう。

その他の意見

音楽分野における議論の整理④
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１－２．実演分野における議論の整理
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同時配信において想定される権利処理方法の例

○テレビ番組の同時配信はいずれも実験段階であり、現在aRmaでは正式に同時配信の権利処理を行っておらず、使用料規程
にも同時配信に関する規定は存在しない。

○初回放送の権利処理については、NHK・民放共に、番組出演時に権利者と直接交渉。初回放送直後に行われる見逃し配信
の権利処理については、ＮＨＫは権利者との直接交渉、民放はaRmaを通じた集中処理を実施。

議論の背景

これまでに示された主な意見
初回放送の許諾取得時に直接交渉し許諾を得る方法 aRmaを経由して許諾を得る方法

【NHK】
○放送番組を「全て」「同時に」配信するという常時同時配信の特性から考

えると、初回放送の出演交渉と同時に同時配信の許諾を実演家から取
得するのが現実的。

【民放】
○同時配信の作業というのは、初回放送と数秒違いで同じタイミングで行う

ものであり、初回放送時における個別処理が望ましい。
○同時配信の場合には、物量の問題、実務的な問題、権利者団体管理外

の問題があり、やはり初回放送の出演時に同時に処理されるべきもので
あるという理解。そうでないと実現が非常に難しい。

【権利者団体】
○初回放送の出演交渉と同時に権利者から直接同時配信の許諾を得る方

法に関しては、NHKの見逃し配信における許諾手続と同様に実施可能。
○初回の出演契約に含めて交渉を行うようになった場合、現状でも放送の

二次利用の際に問題となっているが、追加の支払いをせずに全ての権
利を含めて対価を支払う「契約買い取り」のように、放送局が優越的な立
場を利用して個別の実演家や事務所と交渉を行うという懸念がある。

【民放】
○ aRmaのシステムは、映像コンテンツの二次利用の権利処理を目的とし

て構築されており、全番組における常時の同時配信を想定した作りには
なっておらず、番組の処理手続の作業量を考慮した場合、放送局・
aRmaの双方ともに、aRmaのシステムを通じて見逃し配信と同様の権利
処理手続を行うのは、現実的には困難。

○他方、番組を選別して同時配信をする場合には、aRma経由の処理が可
能かもしれない。

【権利者団体】
○同時配信の権利処理をaRmaで行う方法に関しては、同時配信は、直後

か同時かのタイミングの違いはあれども早期の送信可能化権利処理で
あることに違いはなく、民放の見逃し配信と同じやり方で権利処理を行う
ことは可能。

実演分野における議論の整理①
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これまでに示された主な意見
①許諾の取得
に関する意見

【放送事業者】
○民放はビジネスモデルが決まっていないという大前提があり、それにより権利処理の手法は異なってくる可能性がある。
○放送の出演時に同時配信についても許諾を得られればよいが、一方でネット配信について非常に管理の厳しいタレント事務所が存在することも

事実。実演家の一人がNGを出せば、その番組全体の同時配信は不可能となることも想定される。同時配信の実現を推進するには、放送と同等
と考えられる仕組みや法改正が望まれる。

○aRma管理外権利者の権利処理も、放送出演の交渉と同時に同時配信の許諾を出演実演家から取得する方法がベストであり、個別の交渉で解
決できると考える。

【権利者団体】
○初回放送番組におけるaRma管理外権利者の権利処理は、出演時に可能であると思われる。
○著作権法上、放送や送信可能化権が許諾権である限りは、許諾の可否がついて回るが、基本的に放送の許諾をして同時配信は嫌だという人は、

実際のところ考えにくい。
○NHKの試験的提供Bの配信できない理由の切り分けに違和感。実演家が問題となる部分は少なく、結局は対価の問題に収斂していくのではない

か。
○NHKにおいては、試験的提供Bの結果では権利者等からネット配信許諾が得られずに配信できなかった割合はごく一部分であり、原因の多くを

占める配信権などの問題は音楽や実演家の権利を報酬請求権化したとしても解決する問題ではないにもかかわらず、報酬請求権化を主張する
のはきわめて都合の良い主張のように思われる。

○実演家には実演家のビジネスモデルがある。放送局のビジネスモデルに実演家のビジネスモデルが劣後する、すなわち、報酬請求権化して文
句を言えないようにしてしまおうとする正当な根拠はどこにあるのか。

②不明権利者
に関する意見

【放送事業者】
○過去番組の再放送を同時配信する場合、不明権利者の問題が発生する。ただし、実際には、民放では古いドラマを再放送するケースは稀では

ないか。
○再放送を同時配信する場合の許諾についても初回放送時の交渉時に含めることについては、権利処理の効率化からすると望ましいが、費用対

効果のバランスや権利者側の意向もあるので、今の段階では何ともいえない。
○仮に不明権利者等許諾が取れない出演実演家がいる場合はその番組は配信できなくなる（「フタかぶせ」になる）可能性がある。通常、再放送が

決まってから放送＝同時配信までの時間があまりないことを考慮すると、例えば「同時配信を放送と同じ扱いとする」ような著作権法の改正も選
択肢の一つとして考えるべきと考える。

【権利者団体】
○過去番組における管理外権利者の権利処理の場合、連絡先が不明のために許諾を取得できない可能性がある。
○aRma は、2011 年より裁定制度申請の要件を満たす不明者探索の業務委託を受けている。aRmaによる委任取得及び許諾、委任が得られない

場合の放送局による個別の権利処理、最終的に連絡先が不明な場合における裁定制度の利用により、放送番組の二次利用の円滑化を実現し
ている。

○NHKにおいては、試験的提供Bの結果では権利者等からネット配信許諾が得られずに配信できなかった割合はごく一部分であり、原因の多くを
占める配信権などの問題は音楽や実演家の権利を報酬請求権化したとしても解決する問題ではないにもかかわらず、報酬請求権化を主張する
のはきわめて都合の良い主張のように思われる。（再掲）

○実演家には実演家のビジネスモデルがある。放送局のビジネスモデルに実演家のビジネスモデルが劣後する、すなわち、報酬請求権化して文
句を言えないようにしてしまおうとする正当な根拠はどこにあるのか。（再掲）

実演分野における議論

実演分野における議論の整理②
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２．その他の分野における議論の整理
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これまでに示された主な意見
【放送事業者】

○配信権を得ようとすると高額な使用料の上乗せが必要になったり、権利保有者が放送権しか保有しておらず他に独占配信権を有する者があった
りする場合がある。

○劇場用映画、テレビドラマ、写真、原作、絵画等のなかには、一部、権利者が放送権を保有していても配信権を保有していない場合や、配信権を
第三者に独占的に付与していることから許諾できないということは十分にあり得るケースであり、こうしたケースは現行法では努力や金銭では解
決できない問題。

○音楽分野・実演分野以外の他の分野においても大きな課題がある。たとえば、写真や美術品、劇場用映画やスポーツイベントの放映権など、１
件１件について、放送とは別途の権利処理が発生することを認識する必要がある。

○音楽や実演分野は権利者団体による集中管理が進んでいるが、それ以外の分野では権利者団体がない場合もあり、個別処理が必要。仮に初
回放送の段階で放送は許諾するがネットは許諾しないといわれた場合、そもそも放送でも使わなければよいという判断ができればよいが、どうし
ても使いたい場合に問題となる。また、この議論については、１００％同時配信することが必ずしも前提ではないということにもかかってくる問題だ
と思われる。

【権利者団体・有識者】
○配信権などの問題は、著作権以外が原因なのではないか。

○音楽や実演以外の分野における同時配信の権利処理について、新たに製作する番組に関しては、放送の許諾を得る際に、個別に同時配信の
権利処理も行うことで十分対応が可能ではないか。

○同時配信における権利処理全体を円滑に行うためには、音楽・実演以外の権利についても注意が必要だが、権利処理TFではそれらの分野にお
ける関係当事者が議論に参加していないので、これ以上この場で議論するのは難しい。

音楽・実演以外の分野に関する議論

その他の分野における議論の整理
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３．権利処理タスクフォースにおける
これまでの検討の経緯
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平成29年12月14日 実演SWG（第１回） ・実演（映像）の権利処理の原則的運用(aRma)
平成30年２月２日 実演SWG（第２回） ・実演分野の論点・追加意見の提示

平成30年２月20日 実演SWG（第３回）
・不明権利者裁定制度の具体的な活用方法
・NHKにおける不明権利者裁定制度の利用について（NHK）
・aRmaにおける不明者探索業務（aRma）

平成30年３月13日 実演SWG（第４回） ・これまでの議論の整理

平成29年10月16日 権利処理TF（第１回）
・英国における放送コンテンツの権利処理について（MRI）
・音楽分野・実演分野サブワーキンググループの設置決定

平成29年12月18日 権利処理TF（第２回） ・各サブワーキンググループにおける検討状況の中間報告

平成30年２月13日 権利処理TF（第３回）
※TF・SWG合同開催

・平成29年試験的提供Ｂ（概要と権利処理関連事項について）（NHK）

平成30年４月３日 権利処理TF（第４回）
・各サブワーキンググループにおける検討状況の最終報告
・権利処理タスクフォースのとりまとめ

【権利処理タスクフォース】

【音楽分野サブワーキンググループ】

【実演分野サブワーキンググループ】

平成29年10月20日 音楽SWG（第１回）
・JASRACにおける作詞・作曲の権利処理の原則的運用（JASRAC）
・レコード製作者の権利処理の原則的運用（レコード協会）

平成29年11月20日 音楽SWG（第２回）

・レコード実演（音楽）の権利処理の原則的運用（CPRA）
・NexToneにおける作詞・作曲の権利処理の原則的運用（NexTone）
・不明権利者裁定制度・拡大集中許諾制度について（文化庁）
・音楽分野の論点・追加意見の提示

平成29年12月15日 音楽SWG（第３回） ・音楽分野の論点整理

平成30年２月13日 音楽SWG（第４回）
・コンテンツの権利情報集約化等に向けた実証事業について（文化庁）
・レコード協会の管理レコードに関する情報提供の現状（レコード協会）
・レコード製作者等に関する権利者団体管理外（アウトサイダー）の現状（NHK）

平成30年２月20日 音楽SWG（第５回）
・aRmaにおける不明者探索業務（aRma）
・コンテンツの権利情報集約化等に向けた実証事業の利用報告
・諸外国の拡大集中許諾制度について（文化庁）

平成30年３月８日 音楽SWG（第６回） ・これまでの議論の整理

権利処理タスクフォースにおけるこれまでの検討の経緯
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音楽著作権（作詞・作曲）権利処理について

一般社団法人 日本音楽著作権協会
（JASRAC）

2017.10.20

参考１

音楽SWG（第１回）配付資料
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【使用料規程】包括的利用許諾契約の場合

○放送等

１．ＮＨＫ

使用料：当該年度の前年度における放送事業収入の1.5％
放送事業収入：経常事業収入－控除（契約収納費、受信料対策費、調査研究費等）

２．民放地上波放送

使用料：当該年度の前年度における放送事業収入の1.5％
放送事業収入：放送事業に係る収入－控除（代理店手数料等）

○インタラクティブ配信（動画配信）
１．(3) 商用配信(動画配信）

①ダウンロード形式

使用料：月間の情報料及び広告料等収入の2.0％（※利用者団体と暫定合意）

②ストリーム形式

使用料：月間の情報料及び広告料等収入の1.5％（※利用者団体協議会と暫定合意）

◆情報料及び広告料等収入：①・②ともに控除なし

【管理の範囲】

音楽著作物のJASRAC管理・非管理は、JASRACが一般に公開しているJ-WID（作品データベース検索サービス）により、

利用形態ごとに確認が可能。

著作権法・使用料規程

放送 同時配信 見逃し配信 ＶＯＤ

著作権法定義 公衆送信
（放送）

公衆送信
（自動公衆送信）

公衆送信
（自動公衆送信）

公衆送信
（自動公衆送信）

使用料規程 放送等 インタラクティブ配
信

インタラクティブ
配信

インタラクティブ配
信

許諾著作物
信託契約約款
利用形態区分

放送
・有線放送

インタラクティブ配
信

インタラクティブ配信 インタラクティブ配
信
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➣利用許諾条件
放送（包括利用許諾のケース）

NHK ： 当該年度の前年度の放送事業収入×1.5％以内×利用割合

民放地上波 ： 当該年度の前年度の放送事業収入×1.5％以内×利用割合

インタラクティブ配信（動画）

使用料規定なし／利用者団体協議中

ダウンロード・ストリーム・サブスクリプションともに各利用者と個別協議の上、決定

1. 利用許諾について

© 2017 NexTone Inc.   All rights reserved.

参考２
音楽SWG（第２回）配付資料

平成29年11月20日
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2. 委託範囲について

© 2017 NexTone Inc.   All rights reserved.

➣支分権について
・右図のオレンジ色の部分がNexToneが管理する委託範囲
・委託者は作品単位で複数の委託範囲を選択することが可能
・②録音権等および⑩インタラクティブ配信に関する区分から
管理を開始し、徐々に委託範囲を拡大してきた為、委託範囲
によって管理作品が異なる

・放送（管理）／インタラクティブ配信（管理）
放送（管理）／インタラクティブ配信（非管理）
放送（非管理）／インタラクティブ配信（管理）
というように作品によって管理状況が異なる
※上記非管理の多くはJASRAC管理となっている

➣委託範囲の変更
・委託者は1年に1度委託範囲の変更が可能
・毎年4月に委託範囲変更のあった作品について利用者に告知
・NexToneホームページ上の作品検索ページにて常に作品の
管理状況の確認が可能
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レコード原盤権に関する権利処理の原則的運用
（レコード製作者の場合） 平成29年10月20日

日本レコード協会

放送 ネット配信

放送 放送のための複製
（放送用複製） 同時配信 見逃し配信 VOD

法
律

権利 二次使用料請求権
（97条）

複製権
（96条）

送信可能化権
（96条の2）

使用料
協議

（97条4項による
95条10項の準用）

使用料規程
（著作権等管理事業法13条に基づく文化庁長官への届出）

実
際
の
運
用

NHK

民放
テレビ

包括契約 包括許諾 包括許諾

委任（委託）
者数 350社 349社

包括許諾（NHKオンデマンド）
包括契約

※1
※2※2

※1 日本レコード協会のみが請求可能（97条3項に基づく文化庁長官の指定団体）
※2     日本レコード協会が著作権等管理事業者として管理
※3     専ら受信料収入を財源として行われる無償のネット配信については、二次使用料・放送用複製に関する包括契約の中で許諾

（下表の条文番号は特記なき限り著作権法）

※3

放送番組に係るレコード原盤権の処理は、「放送」および「放送用複製」に加え、
「同時配信」、「見逃し配信」、「VOD」まで日本レコード協会が一括して行っている。

参考３
音楽SWG（第１回）配付資料
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NHK・民放テレビ事業者との契約実務

日
本
レ
コ
ー
ド
協
会

Ｎ
Ｈ
Ｋ

民
放
テ
レ
ビ
事
業
者

放送
放送のための複製

（放送用複製）

ネット配信

包括契約

包括許諾
（NHKｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）

専ら受信料収入を
財源とする無償ネット配信

同時
配信

見逃し
配信

VOD

包括契約

包括許諾
包括
許諾

※

※

※ 放送のための複製に関する第三者からの異議申立て等については、レコード協会と放送事業者が協力して問題解決
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二次使用料請求権に
係る指定団体業務

権利委任（委託）者である各レコード製作者

二次使用料請求権の
行使委任とあわせて、

放送用複製・ネット配信に
係るレコード原盤権管理を
委託

放送二次使用料
支払契約

放送用複製・
ネット配信に係る

レコード利用許諾契約

放送二次使用料の直接請求不可
（著作権法97条4項による同法95条5項の準用）

委任・委託書

二次使用料
放送用複製
ネット配信

RIAJに下記の権利

管理を委任・委託し
ます

レコード原盤権の管理受託実務
（レコード製作者の場合）

権利委任（委託）
放送用複製に係る

レコード複製権
管理事業

ネット配信に係る
レコード送信可能化権

管理事業

利用者

日本レコード協会（RIAJ）

新
規
委
任
（
委
託
）
者

RIAJ
会員社
（62社）

他のﾚｺｰﾄﾞ
製作者団体

（3団体・
計254社）

団体
非加盟の

ﾚｺｰﾄﾞ製作者
（33社）

左記以外の
ﾚｺｰﾄﾞ製作者

（1社）

349社
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レコード実演に関する権利処理の原則的運用
（実演家の場合）

放送番組に使用されたレコード実演※1は、「放送」も「ネット配信」も
利用者との間で締結する包括契約の中で権利処理されている。

利用形態
放送 ネット配信

放送 放送用録音 同時配信 見逃し配信 ＶＯＤ

権利の種別
※２

二次使用料請求権

(95条)
録音権
(91条)

送信可能化権
(92条の2)

実際の運用
※３

放送、ネット配信それぞれ包括契約※４、※５

※１ レコード実演とは、商業用レコードに収録された実演を指す（映像実演は別途実演SWGで検討予定）。
※２ 芸団協は実演家の二次使用料請求権に係る指定団体として文化庁長官から指定されている。また放送番組に
関する録音権及び送信可能化権については著作権等管理事業者の登録をし、集中管理を行っている。
※３ レコード実演の委任者は2016年に8万4千人となった（2006年の2.7倍に増加）
※４ 放送/有線放送事業者に対し1,073社と包括契約している。
※５ 一部、放送の包括契約にネット配信を含む場合もある。

音楽SWG（第２回）配付資料
平成29年11月20日

公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会
実演家著作隣接権センター

参考４
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レコード協会の管理レコードに関する情報提供の現状

日本
レコード協会

（RIAJ）

放送事業者
（ローカル局を含む）

放送番組ネット配信に係る
レコード送信可能化許諾契約

委任状

二次使用料
放送用複製
ネット配信

当社が著作隣接権を有
する全てのレコードにつ
いて、RIAJに下記の権利
管理を委任します

委任者が著作隣接権を有する
全てのレコードについてRIAJに
権利管理を委任

送信可能化権
委任者リスト

1 AAA株式会社

2 株式会社AB

3 ABC株式会社

4 CD株式会社

5 株式会社D

・・・

RIAJが契約申込の相談を受けた時点で送信可能化権の
委任者リストを紙又はメール添付の電子データにて交付。
契約締結後も放送事業者の求めに応じて随時交付

ラ
イ
ツ
・
契
約
セ
ク
シ
ョ
ン
等

RIAJが権利管理するレコードについて
送信可能化を許諾

・
・
・

AAA（株）

（株）AB

ABC（株）

CD（株）

（株）D

委任者

（計 349社）

委任契約

平成30年2月13日
日本レコード協会

放送事業者からの問合せについてはRIAJで随時対応

【管理レコードの該否に関する問合せ例】
レーベル名や旧社名での問合せ、
委任者が他社から販売を受託している商品の取扱いなど

参考５
音楽SWG（第４回）

配付資料
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非委任者からのクレームへの対応

NHK・
民放テレビ事業者

非委任者
非委任者からのクレーム

日本レコード協会
（RIAJ）

放送番組ネット配信に係る
レコード送信可能化許諾契約

商業用レコードの放送使用・放送用複製・
海外番販（ネット配信を含む）に係る包括契約（※）

（※）放送用複製・海外番販（ネット配信を含む）に関する第三者
からの異議申立て等については、RIAJと放送事業者が協力
して問題解決することで合意済み

放送番組の同時配信に関する非委任者からのクレームについては、放送用複製・海外番販
（ネット配信を含む）と同様、レコード協会と放送事業者が協力して解決に当たることで対応
可能

具体的な協力の在り方や解決方法については、放送事業者から同時配信の具体的モデル
を提示頂いた後、起こり得る紛争の性質を分析しながら検討

【非委任者からのクレーム対応（イメージ）】
・放送事業者からの連絡を受けた上で、RIAJが二次使用料の
クレーム分配と組み合わせた一括的対応を試行

・上記対応で非委任者との調整がつかない場合は
RIAJ・放送事業者間で解決案を協議して対応
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2018
年

2
月

1
日

 
プ

レ
ス
リ

リ
ー

ス

報
道

関
係

各
位

権
利

情
報

集
約

化
等

協
議

会

音
楽

権
利

情
報

の
一

括
検

索
サ

イ
ト

の
開

設
に

つ
い
て

～
平

成
29

年
度
文

化
庁

「
コ
ン

テ
ン

ツ
の

権
利

情
報
集

約
化

等
に

向
け

た
実

証
事
業
」
～

 

音
楽

関
係

団
体

等
で

構
成

す
る

権
利
情

報
集

約
化

等
協

議
会

（
座
長

：
末

吉
亙

（
弁

護
士

）
）
は

、
2
月

1
日

、
平

成
29

年
度

文
化

庁
「

コ
ン
テ

ン
ツ

の
権

利
情

報
集

約
化
等

に
向

け
た

実
証

事
業
」

の
一

環
と
し

て
、

音
楽

著
作

物
の

権
利

情
報

の
一
括

検
索

サ
イ

ト
「

音
楽

権
利
情

報
検

索
ナ

ビ
」

を
開

設
し
ま

し
た

。

（
U

R
L https://w

w
w.m

usic-rights.jp/）
 

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
や

動
画

投
稿

サ
イ

ト
な

ど
を

使
っ

て
、

誰
も

が
簡

単
に

多
様

な
著

作
物

を
楽

し
む

こ

と
が

で
き

、
ま

た
同

時
に

自
分

が
創
作

し
た

著
作

物
を

手
軽

に
公
開

で
き

る
「

一
億

総
ク

リ
エ
ー

タ
ー
」・

「
一

億
総

ユ
ー

ザ
ー

」
時

代
に

あ
っ

て
、

著
作

物
の

適
法

か
つ

円
滑

な
利

用
を

促
進

す
る

必
要

性
が

ま
す

ま
す

高
ま

っ
て

い
ま

す
。

そ
う

し
た

な
か

、
文

化
庁

は
、

文
化

審
議

会
著

作
権

分
科

会
等

で
の

議
論

を
経

て
、

コ
ン

テ
ン

ツ
の

権

利
処

理
の

円
滑
化

を
目

的
と

し
て

、
ま

ず
は
音

楽
分
野

の
権

利
情
報

を
一
括

検
索
で

き
る

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

の
構

築
に

向
け

た
実

証
に

取
り
組

ん
で

い
ま

す
。

「
音

楽
権

利
情

報
検

索
ナ

ビ
」
は
、
ま
ず

は
C

D
で

発
行

さ
れ

て
い
る

音
楽

コ
ン

テ
ン

ツ
に
的

を
絞
り
、

当
協

議
会

に
参

加
す

る
各

団
体

・
事

業
者

が
独

自
に

保
有

す
る

デ
ー

タ
を

統
合

し
て

基
本

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
構

築
し

て
い

ま
す

。
日

本
レ

コ
ー

ド
協

会
が

提
供

す
る

製
品

及
び

収
録

曲
デ

ー
タ

、
JA

SRAC
や

N
exTone

が
提

供
す

る
作

品
デ

ー
タ
、
芸

団
協

CPRA
が
提

供
す
る

実
演

家
デ

ー
タ

に
加

え
て
、
こ

れ
ま

で
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

さ
れ

て
い

な
か
っ

た
イ

ン
デ

ィ
ー

ズ
系

レ
ー
ベ

ル
や

ボ
カ

ロ
P

な
ど

ネ
ッ
ト

系
ク
リ

エ
ー

タ
ー

の
楽

曲
デ

ー
タ

も
全

て
ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

で
検

索
す

る
こ
と

が
可

能
で

す
。

こ
の

一
括

検
索

サ
イ

ト
は

、
音

楽
著

作
物

を
利

活
用

し
よ

う
と

す
る

誰
で

も
が

、
権

利
者

情
報

や
作

品

情
報

、
製

品
番
号

な
ど

の
情

報
を

簡
単

に
検
索

す
る
こ

と
が

出
来
ま

す
の
で

、
ス
ム

ー
ス

な
権

利
処

理
を

促
進

す
る

こ
と

が
期

待
で

き
ま

す
。
こ

の
度

は
、

2
月

1
日

か
ら

28
日
ま

で
の

限
ら

れ
た
公

開
期

間
で
す

が
、

実
際

に
皆

様
に

ご
利

用
い

た
だ
き

、
ニ

ー
ズ

の
把

握
や

使
い
勝

手
等

を
検

証
い

た
し

ま
す
。

権
利

情
報

集
約

化
等

協
議

会
で

は
、

こ
の

「
音

楽
権

利
情

報
検

索
ナ

ビ
」

を
通

じ
た

実
証

実
験

が
、

今

後
、

他
の

分
野
の

著
作

物
を

含
め

た
一

元
的
な

権
利
処

理
を

可
能
と

す
る
プ

ラ
ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

構
築

に
つ

な
が

る
よ

う
、

公
開

終
了

後
に

は
利
用

状
況

の
分

析
や

課
題

検
討
な

ど
を

行
う

予
定

で
す

。

以
上

参
考

６
音
楽
S
W
G
（
第
４
回
）

配
付
資
料
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別
紙

1 
「

音
楽
権

利
情

報
検

索
ナ

ビ
」

デ
ー
タ

統
合

・
公

開
イ

メ
ー

ジ
図
 

※
1 

M
IN

C
（
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
シ
ス
協
議
会
）

  デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
け
る
音
楽
著
作
物
等
に
係
る
権
利
処
理
円
滑
化
等
の
た
め
、

1999
年
に

JA
SR

AC
、

 
芸
団
協

C
PR

A
及
び

R
IAJ

の
3
団
体
で
設
立
し
た
協
議
会
。
各
団
体
が
提
供
す
る
商
品
デ
ー
タ
、
作
品
デ
ー
タ
、
実

演
家
デ
ー
タ
等
を
集
約
・
統
合
し
た
「

M
U

SIC
 FO

R
E

ST
（
音
楽
の
森

）」
サ
イ
ト
で
公
開
中
。

 
2017

年
10

月
よ
り

N
exTone

も
加
盟
。

 
※
2 

N
exTone

デ
ー
タ
の
集
約
化
は

M
IN

C
で
現
在
作
業
中
。

サ
イ
ト

U
RL

：
https://w

w
w.m

usic-rights.jp/
実

証
実
験

期
間

：
2018

年
2
月

1
日

～
2
月

28
日

 
受

託
会
社

：
株

式
会

社
ジ

ャ
パ

ン
ミ
ュ

ー
ジ

ッ
ク

デ
ー

タ
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別
紙

2 

権
利

情
報

集
約

化
等

協
議

会
の

構
成

【
座

長
】

末
吉

 
亙

潮
見

坂
綜

合
法

律
事

務
所

・
弁

護
士

【
委

員
】
（
五

十
音

順
）

荒
川

 
祐

二
株

式
会
社

N
exTone

 
代

表
取

締
役

C
O

O
 

伊
澤

 
一

雅
一

般
社
団

法
人

日
本

音
楽

著
作

権
協
会

 
常

任
理

事

三
田

 
あ

け
み

ミ
ュ

ー
ジ

ッ
ク

・
ジ

ェ
イ

シ
ス

協
議
会

 
事

務
局

椎
名

 
和

夫
公

益
社
団

法
人

日
本

芸
能

実
演

家
団
体

協
議

会

実
演

家
著

作
隣

接
権

セ
ン

タ
ー

CPRA
 
運

営
委

員
 

長
野

 
文

夫
特

定
非
営

利
活

動
法

人
イ

ン
デ

ィ
ペ
ン

デ
ン

ト
・

レ
コ

ー
ド

協
会
 

理
事

長

仁
平

 
淳

宏
一

般
社
団

法
人

日
本

ネ
ッ

ト
ク

リ
エ
イ

タ
ー

協
会

 
理

事

畑
 

陽
一

郎
一

般
社
団

法
人

日
本

レ
コ

ー
ド

協
会
 

理
事

・
事

務
局

長

山
下

 
智

イ
ン

デ
ィ

ペ
ン

デ
ン

ト
・

レ
ー

ベ
ル
協

議
会

 
理

事
・

事
務

局
長

渡
邊

 
博

一
株

式
会
社

ジ
ャ

パ
ン

ミ
ュ

ー
ジ

ッ
ク
デ

ー
タ

 
代

表
取

締
役

社
長

-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 
【

取
材
、

本
件

に
関

す
る

お
問

い
合
わ

せ
先

】
 

権
利

情
報

集
約

化
等

協
議

会
事

務
局
（

株
式

会
社

ジ
ャ

パ
ン

ミ
ュ
ー

ジ
ッ

ク
デ

ー
タ

 担
当

：
大
澤

）

TEL
：

03-5786-6705
FAX

：
03-5786-6723

 
E

-m
ail：

m
usic-rights@

jm
d.ne.jp 
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参
考

７
音

楽
SW

G
（

第
６

回
）
配

付
資
料

を
基

に
作

成
 

コ
ン
テ
ン
ツ
の
権
利
情
報
集
約
化
等
に
向
け
た
実
証
事
業
に
対
す
る
意
見
・
要
望

2
月

26
日
に
開
催

さ
れ
た
音
楽

分
野
サ

ブ
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
第
５
回
）
に
お
い
て
、
今
年
度
文
化

庁
が
行
っ
て
い

る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
権
利
情
報
集
約
化
等
に
向
け
た
実
証
事
業
に
対
し
て
、
放
送
事
業
者
及

び
権
利
者
団
体
か
ら
以
下
の
と
お
り
意
見
・
要
望
が
あ
っ
た
。
 

【
放
送
事
業
者
か
ら

の
主
な
意
見
・
要
望
】

○
音
楽
著
作
権
に
つ
い
て
、

JA
SRAC

と
N

exTone
の
管
理
楽
曲
は
、
こ
れ
ま
で
別
々
の
サ
イ
ト
で
確

認
し

て
い

た
が
、

こ
の
デ

ー
タ

ベ
ー
ス

上
で
一

緒
に
見

ら
れ

よ
う
に

な
り
、

使
い
勝

手
が

い
い
。

他
方
、

レ
コ

ー
ド
協

会
の
原

盤
に

関
し

て
は

、
委

任
状
況

の
明

確
な

情
報

が
掲

載
さ
れ

て
い

な
い

の
で

、
そ

れ

は
こ
れ
か

ら
の
課
題
か
と
思
う
。

○
イ

ン
デ

ィ
ー
ズ

の
中
に

は
検

索
で
き

る
会

社
も

あ
っ

た
し

、
で
き

な
い
会

社
も
あ

っ
た

。
そ
の

割
合
は

わ
か
ら
な
い
が
、
今
後
、
シ
ス
テ
ム
を
よ
り
拡
充
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
利
用
の
在

り
方
に
つ

い
て
は
、
１
つ
の
放

送
番
組

を
D

V
D

化
し
た
り
海
外
番
販
を
行
っ
た
り
す
る

際

な
ど

、
検
索

数
が
少

な
い

作
業

の
時

に
は

使
え
る

と
思

う
。

た
だ

し
、

常
時
同

時
配

信
の

場
合

、
膨

大

な
数

の
番
組

を
放
送

と
同

時
に

配
信

す
る

も
の
で

あ
り

、
本

来
放

送
で

は
権
利

処
理

の
必

要
が

な
い

の

で
、

配
信
の

た
め
だ

け
に

一
曲

一
音

源
ず

つ
デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
使

っ
て

検
索
す

る
の

は
現

実
的

で
は

な

い
。

○
原

盤
権

の
管
理

に
つ
い

て
は

、
レ
コ

協
の

送
信

可
能

化
リ

ス
ト
と

照
ら
し

合
わ
せ

な
い

と
い
け

な
い
の

は
不
便
な
の
で
、
同
一
サ
イ
ト
上
で
う
ま
く
で
き
な
い
か
。

○
楽

曲
の

ペ
ー
ジ

か
ら
原

盤
情

報
が
表

示
さ

れ
る

よ
う

に
な

っ
た
が

、
画
面

上
で
は

３
つ

ま
で
し

か
確
認

で
き
ず
、
結
局

JA
SRAC

の
サ
イ
ト
で

再
検
索
し
な
い
と
い
け
な
い
の
が
手
間
。

○
洋
楽
の
シ
ン
ク
ロ
権
処
理
が
必
要
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に

JA
SRA

C
が
掲
示
し
て
い

る
「
放
送
番

組
・
映
画

の
2

次
利

用
ス

ト
リ

ー
ム
配
信
の
た
め
の
外
国
作
品
判
定
リ
ス
ト
」
に
お
け
る
判
定
結
果
も

あ
わ
せ
て

確
認
で
き
な
い
か
。

○
信
託
状
況
の
表
示
に
つ
い
て
、
同
一
の
楽

曲
で
、

JA
SRAC

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
「
不

明
」

と
表
示

さ
れ
て

い
る

の
に

、
今

回
の

デ
ー
タ

ベ
ー

ス
で

は
「

使
用

可
能
」

と
表

示
さ

れ
る

場
合

が

あ
る
。
信

託
状
況
不
明
の
場
合
は
、「

不
明
」
と
表
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
「

不
明

」
と
表

示
さ
れ

て
い

る
も
の

に
は

、
料

率
が

決
ま

っ
て
い

な
い
た

め
「
不

明
」

と
な
っ

て
い
る

も
の
、
本
当
に
「
不
明
」
な
も
の
な
ど
、
い
く
つ
か
の
種
類
が
混
在
し
て
い
る
。

○
楽

曲
の

メ
ロ
デ

ィ
は
知

っ
て

い
て
も

曲
名
が

わ
か
ら

な
い

と
き
が

あ
る
の

で
、
そ

う
い

う
場
合

の
た
め

に
、
楽
曲
の
試
聴
が
で
き
る
と
便
利
。

○
今

後
、

配
信
で

使
用
す

る
楽

曲
数
が

増
え

た
と

き
の

こ
と

を
考
え

る
と
、

許
諾
申

請
機

能
も
含

め
る
形

に
拡
充
で
き
な
い
か
。
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【
権
利
者
団
体
か
ら

の
主
な
意
見
・
要
望
】

 
○
社
内
で
担
当

部
署

が
意

見
を
把
握
し
て
い

る
。
改
善
に
つ
い
て
は
探
っ
て
い
き
た
い
。

 
○

JA
SRAC

と
N

exTone
が
一

緒
に

検
索
で
き
る
こ
と
に
対
し
て
の
評
価
は
嬉
し
い
。

 
○
こ
の
実
験
の
座
組

は
、

JASR
AC

・
レ
コ
協
・

C
PRA

・
N

exTone
の
４
団
体
か
ら
な
る

M
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【裁定制度の利用の流れ】 著作物等の
適法利用

裁定制度とは、著作権者が不明である等の理由により、相当な努力を払っても権利者と連絡することができない場
合に、文化庁長官の裁定を受け、かつ、文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託することで、その著
作物等を利用することができる制度（著作権法第67条）。

裁定制度について

裁定申請 裁定 補償金の供託相当な努力

○「相当な努力」要件の明確化
・権利者情報を掲載している資料の
閲覧
（ア・イ両方必要）
ア 名簿・名鑑等の閲覧
イ インターネット検索
・権利者情報を保有している者への
照会
（ウ・エ・オの全て必要）
ウ 著作権等管理事業者等への照会
エ 著作物等の販売等を行う者へ
の照会
オ 関連する著作者団体等への照会
・公衆に対する権利者情報の提供の
呼びかけ

カ 日刊新聞紙への掲載 又は
キ 著作権情報センター（ＣＲＩ
Ｃ）のウェブサイトに３０日以上
掲載

○裁定申請中の著作物等を利用
可能化
・担保金を供託することで、裁定を
受けるまでの間、裁定申請した著
作物を利用できることとする。

○裁定制度の対象の拡大
・裁定制度の対象を著作隣接権に
も拡充

○「相当な努力」要件を緩和
・権利者情報を掲載している資料の
閲覧
「名簿・名鑑等の閲覧」
「インターネット検索」
のどちらかでよいとする

・権利者情報を保有している者への
照会
「著作物等の販売等を行う者への
照会」は不要とする

・公衆に対する権利者情報の提供の
呼びかけ
３０日から７日に短縮

○裁定手続の簡素化
・著作物等の利用期間を申請者が
自由に設定できることとする。（過
去は最大5年）
・同一著作物等の追加的利用につ
いて、一括して裁定が可能に。再
度の裁定申請は不要。

○過去に裁定を受けた著作物の
データベースの整備
・文化庁ウェブサイトに31万点を超え
る著作物の情報を掲載
・著作物の題号、氏名、過去になさ
れた裁定の情報、著作権者に関す
る情報等の項目を整備

○過去に裁定を受けた著作物の
「相当な努力」の要件を緩和
・権利者の捜索について
①「データベースの閲覧」
② 「日刊新聞紙」 又は「著作権
情報センター（ＣＲＩＣ）のウェブ
サイト」への掲載で足りることとした。

平成２１年度 平成２６年度 平成２８年度

〇裁定の申請に係る手数料の改定
（平成29年11月15日公布、
平成30年4月１日施行）
裁定の申請の際に必要な手数
料の額について見直しを行い、
１件につき13,000円から6,900
円に改める。

平成２９年度

平成29年11月20日
文化庁著作権課

参考８
音楽SWG（第２回）配付資料抜粋
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参考：裁定制度の利用実績

7 
1 2 

6 2 1 1 
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対象著作物等数 裁定件数

累計（H28年度まで）
対象著作物等数：317,527
裁定件数：329件
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48
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【裁定例】

裁定年月日 著作物等の題号等 著作物等の種類 利用方法 利用者

H25.8.12 連続テレビ小説「おしん」における101役 実演 DVD・BDに複製し、販売 （株）NHKエンタープライズ

H28.2.23 「美濃岐阜市街全図」等78件 図形（地図）
図書館ウェブサイトにおいて
インターネット配信

岐阜県図書館

H28.6.24 東京大学2004年度入試英語問題に掲載された英文等8件 言語
出版用教材に複製し、販売
ウェブ用教材として配信

（株）Ｚ会
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著作権の集中管理団体

＊海外の事例では、
非構成員に拡大集中
許諾から離脱（オプト
アウト）する権利が認
められている場合が多
い。

非構成員
（オプトアウト）

利用者
（又は利用者団体）

著作物の利用
許諾契約

権利者（構成員）

権利委託 使用料分配

非構成員

同条件での利用を
認める制度

➡ 北欧諸国（スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランド）及び英国で導入

拡大集中許諾制度
（Extended Collective License)

法律に基づき、集中管理団体の構成員ではない著作権者の著作物について、相当数の著作権者を代表する「集
中管理団体」と著作物の「利用者」との間で締結された、著作物の利用許諾契約と同じ利用条件で、利用することを
認める制度。

参考９
音楽SWG（第２回、第５回）
配付資料抜粋
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○拡大集中許諾制度には、制度の対象（一般ECLか個別のECLか）、拡大集中許諾団体の
あり方、オプトアウトの有無など、様々なバリエーションがあり得る。
それによって、制度上の位置づけが変わってくると共に、法的正当化や実際に制度化する場合の
課題も異なってくる。

○拡大集中許諾制度の法的正当化については、黙示の許諾、労働協約、民法上の事務管理
等に基づく説明が考えられるところ、それぞれに課題が残ると考えられ、具体的な制度内容に応じ
てさらなる検討が必要。

○拡大集中許諾制度を導入する場合の具体的課題については、拡大集中許諾団体の在り方
（適格性、代表性、構成員の同意の要否）、使用料の徴収・分配の手続き、非構成員との関
係、オプトアウトの具体的仕組み、著作権等管理事業法や競争法との関係、未分配の使用料
の取扱いなど、多様な課題が明らかになった。

○補償金請求権を伴う権利制限、報酬請求権、裁定制度、ライセンス優先型権利制限など、
著作権制度には、拡大集中許諾制度を含めて様々なものが見られるところ、拡大集中許諾制
度の導入が適当なのはどのような場合かについて、今後も検討を要する。

【平成28年度 拡大集中許諾制度に関する調査研究報告書より】

拡大集中許諾制度の課題
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アイスランド スウェーデン デンマーク ノルウェー フィンランド イギリス アメリカ
（検討中）

制度導入年 1992年 1960年 1961年 1961年 1961年 2014年 （ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

団体適格性 ・権利者の相
当数を代表

・政府の認可

・権利者の相
当数を代表

・政府の認可は
いらない。

・権利者の相
当数を代表

・政府の認可

・権利者の相
当数を代表

・政府の認可

・権利者の相
当数を代表

・政府の認可
（有効期間５年。
更新可）

・権利者の相
当数を代表

・政府の認可
（有効期間５年。
更新可）

・権利者の相
当数を代表

・政府の認可

対象分野 個別ECL（注1）

一般ECL（注2）

（2016.3導入）

個別ECL
一般ECL
(2013年導入)

個別ECL
一般ECL
(2013年導入)

個別ECL
一般ECL
(2015年導入)

個別ECL 一般ECL 言語、付随絵
画・図形、写真
の教育研究利用

オプトアウト制
（注3）

△（分野による） △（分野による） △（分野による） △（分野による） △（分野による） ○ ○

集中管理団体 対象分野に応じ
た団体存在

対象分野に応じ
た団体存在

対象分野に応じ
た団体存在

対象分野に応じ
た団体存在

対象分野に応じ
た団体存在

2016.3時点で申
請団体なし

－

使用料の分配
（基本は団体が
決定）

権利者に分配。
場合によって助
成金等。

団体への包括
分配後、助成金
等で還元が一
般的。

権利者に分配。
場合によって助
成金等。

団体への包括
分配後、助成金
等で還元が一
般的。

権利者に分配
（一部文化事業

に支出）。場合に
よって助成金等。

権利者に分配。 権利者に分配。

未分配の使用
料（基本は団体
が決定）

例）権利者に上
乗せして分配

例）権利者に上
乗せして分配

例）芸術家や文
化活動への助
成など構成員
全体に使用

例）著作権保護
など構成員全
体に使用

例）権利者に上
乗せして分配

国務大臣に移
管。8年経過後、

社会・教育活動
など使用料の
使途を決定

教育・慈善活動
など構成員全
体に使用

その他

（許諾契約交渉
不調の場合の
調停・仲裁制度
（注4）など）

調停申請可。 一般ECL除き調
停申請可。
(2013導入)

文化大臣に調
停申請可。

著作権ﾗｲｾﾝｽ
審判所に仲裁
申請可(一般ECL
等除く。2008導入)。

調停委員会に
調停申請可。当
事者合意があ
れば拘束力の
ある決定可。

写真複製、教育
研究利用、有線
再送信について
仲裁申請可。

（集中管理団体
の認可要件が
厳格で、申請更
新手続きが複
雑）

（使用料分配の
ため非構成員
の探索を団体
に義務付け）

注1：個別ECL：分野を個別に規定：例）放送における利用、図書館・美術館における複製、教育活動のための複製、企業内複製など
注2：一般ECL：対象の分野や利用形態を特化せずに一般的に規定
注3：オプトアウト制度：集中管理団体の構成員ではない著作権者（非構成員）が、利用許諾契約の拡張適用から離脱し自己の著作物の利用を禁止できる制度
注4：調停：基本的に拘束力のないものとして整理。 仲裁：基本的に拘束力のあるものとして整理。

【参考：拡大集中許諾制度の各国の導入状況】 ［文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会資料より］
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放送番組出演の実演家に関する権利処理の原則的運用

《 映像コンテンツ権利処理機構（aRma）による集中管理 》

放送
初回放送 見逃し配信 VOD

放送権
（92条）

許諾 個々の権利者が
出演時に許諾付与

個々の権利者が
出演時に許諾付与 aRmaによる集中管理※

対価の受領 個々の権利者が
直接に受領

個々の権利者が
直接受領 aRmaによる集中管理※

許諾 個々の権利者が
出演時に許諾付与 aRmaによる集中管理※ aRmaによる集中管理※

対価の受領 個々の権利者が
直接受領 aRmaによる集中管理※ aRmaによる集中管理※

aRmaによる集中管理※

個々の番組単位で利用申請を受け付け、個々の実演家単位で許諾を付与し、個々の実演家単位で使用料の徴収と分配を行う

ネット配信

法律 送信可能化権
（92条の2）

実
際
の
運
用

NHK

民放

平成29年12月14日
一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構

（aRma）

参考10

実演SWG（第１回）配付資料

37



 
実

演
S
W

G
（第

３
回

）
配

付
資

料
参

考
1
1
 

著
作

権
者

不
明

等
の

場
合

に
お

け
る

裁
定

手
続

の
流

れ
 

１
．
利

用
し

た
い
著

作
物
等

に
つ

い
て
，

権
利

者
捜
索

を
開

始
（
相

当
な

努
力
）

 

「
相
当

な
努

力
」

の
内

容
 

（
１

）
権

利
者

情
報

を
掲

載
す

る
資

料
の

閲
覧

（
名
簿
・
名
鑑
等
の
閲
覧
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
）

（
２
）

広
く

権
利

者
情

報
を

保
有

し
て

い
る
と
認

め
ら
れ

る
者
へ

の
照
会

（
著

作
権

等
管

理
事

業
者

等
へ
の

照
会
及

び
関
連

す
る
著

作
者
団

体
へ
の

照
会
）

（
３
）

公
衆

に
対

す
る

権
利

者
情

報
の

提
供
の
呼

び
か
け

（
日

刊
新

聞
紙

へ
の

広
告

掲
載
又

は
著
作

権
情
報

セ
ン
タ

ー
ウ
ェ

ブ
サ
イ

ト
へ
の

広
告
掲

載
）

な
お
、
過
去

に
裁

定
が

行
わ

れ
た

こ
と

の
あ

る
著

作
物
等

に
つ
い

て
は
文

化
庁
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ
の

デ
ー
タ

ベ
ー
ス

を
検
索
す

る
こ

と
で

「
相

当
な

努
力

」
の

う
ち

（
１
）
及

び
（
２

）
を
省

略
す
る

こ
と
が

可
能
。
 

２
．
権

利
者
と

連
絡

が
取
れ

な
か

っ
た
場

合
 

申
請
中
利
用
を
行
う
場
合
 

申
請

中
利
用

を
行
わ

な
い
場
合

 

文
化
庁
長
官
へ
裁
定
の
申
請
（
１
申
請
に
つ
き
手
数
料

13,
0
0
0
円
［
平
成

30
年
度
か
ら

6
,
90
0
円
］
）
 

最
寄

り
の
供
託
所
に
「
担
保
金

」
を

供
託
 

最
寄

り
の
供

託
所
に

「
補
償
金

」
を
供
託
 

利
用

開
始
 

文
化

庁
長
官
が
担
保
金
額
を
決
定
 

利
用
開

始
（
申

請
か

ら
約
１

～
２

週
間

）
 

文
化

庁
長

官
が

補
償

金
額

を
決

定
（

裁
定

可
の

場
合

）
 

文
化

庁
長

官
が

補
償

金
額

を
決

定
（

裁
定

可
の

場
合

）
 

○
担

保
金
＞
補
償
金
 
：
差
額
の
取
り
戻
し

可

○
担

保
金
＜
補
償
金
 

：
差
額
を
追
加
供

託

文
化

審
議
会

へ
諮
問
 

文
化

審
議
会

へ
諮
問
 

利
用
継
続
 

38



相当な努力

• aRmaに二次使用申請⇒aRmaは委任確認＆不明実演家を探索
（名簿またはインターネットでの検索、関係団体等への照会等）

• aRmaのＨＰへの掲載（１週間）⇒ＣＲＩＣ（著作権情報センター）のＨ
Ｐからリンク

裁定申請

• 申請書、不明実演家リスト、疎明資料、公表等を裏付ける資料
（番組確定表）、使用料の計算式・リストを提出

• 手数料１申請１３,０００円（平成３０年４月から６，９００円）

裁定の可否

補償金供託

•・申請後、担保金の額の決定通知⇒法務局に供託

•・裁定の決定までの間に「申請中利用」を開始
担保金の決定

・供託

•・文化庁ＨＰでの裁定内容の確認

・裁定の補償金と担保金との差額があれば清算

ＮＨＫにおける不明権利者裁定制度の実務について
（対象は不明実演家）

２～５
週間

1週間

１週間

所要期間

1週間

申請中利用

１～2
週間

2018.3.30
日本放送協会 参考12

実演SWG（第３回）
配布資料の差替版
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ＮＨＫにおける不明権利者裁定制度の利用状況について

 申請件数 ・ネット配信 １６件（同番組の再申請含む。番組タイトル数１０）

・ＤＶＤ化 １８件（番組タイトル数１１）

 不明実演家数 ・ネット配信 １，０１８名（１申請当たり６４名）

・ＤＶＤ化 １，０４０名（１申請あたり５８名）
※ 最も不明実演家が多かった番組は「大河ドラマ 春の波涛 」（昭和６０年）の１６０名

 判明者数 ４０名

 １人当たりの初回担保金 １，６４７円

 手続きに要する期間 ・探索開始から担保金を供託して申請中利用できるまで

４～９週間程度

・申請から裁定決定・最終的な補償金供託まで ２～４週間程度

課題 ・ 経費や手間を考えるとすべての番組について裁定制度を利用することは難しい
・ 権利者が判明しても還付手続きが煩雑なため、１人当たりの補償金の額を考える

と法務局に行って手続きをしてもらうことは難しい
・ 不明者が判明することは少なく、その結果補償金の多くが国庫に入ることとなり

権利者のために活用される制度となっていない

現状 これまで裁定申請した著作権者等は不明実演家のみ ※２０１８年１月現在
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（参考） aRmaのＨＰへの掲載内容例
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2018年2月2０日

一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構

aRma

aRmaにおける
不明者探索業務

参考13
実演SWG（第３回）配付資料
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aRmaは、放送番組二次利用の円滑化を実現するため、連絡先不明実演家の探索を実施しております。
平成22（2010）年1月1日施行の改正著作権法により、裁定制度が著作隣接権に拡大されました。aRmaは、これを受
けて、定款の事業目的に「映像コンテンツに係る不明権利者の探索・通知」を掲げ、探索業務を開始いたしました。

aRmaが不明者探索を実施する理由
1. 二次利用の実施促進
ほとんどの出演者が二次利用を許諾したにもかかわらず、一部出演者の連絡先が不明で許諾を得られず番組が二次利用
されないとなりますと、許諾を出したaRma委任者の利益が損なわれます。aRmaが不明権利者の探索を実施し、二次利
用を促進することは、aRma委任者の利益となります。

2. aRma委任者の拡充
aRmaが探索し連絡先が判明した場合、委任勧誘をする機会が得られます。委任を取得できれば、aRma集中管理が促
進されます。

3. 裁定制度の利用促進
探索の結果連絡先が判明すれば、許諾を得て二次利用が行われます。
探索しても連絡先が判明しない場合は、放送局の求めに応じ、裁定制度申請の要件である「相当な努力」を満たす探索
を実施したことを証する文書を発行します。

4. 「相当な努力」と探索コスト
多数の連絡先不明者を「相当な努力」要件を満たしつつ探索するには、連絡先情報と探索業務をaRma一箇所に集中
させたほうが効率的であり、コストを抑えることができます。

「放送番組に出演された方々を捜しています」
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不明権利者探索の概要

不明権利者探索
結果

仮申請

本申請

仮申請回答

二次利用申請

連絡先が判明

連絡先が不明

不明権利者探索

不明権利者探索

aRma側で
委任勧誘

aRma・HPに
掲載

HP掲載を継続

14日

裁定制度の利用
が可能に

①

② ③

④

⑦

放送局側で
権利クリア⑥

 不明権利者探索業務について
①仮申請回答後、本申請時に「管理外」実演家で、連絡先を探したい場合に不明権利者探索依頼。
②aRma事務局で探索をいたします（裁定制度利用の要件を満たす探索）。・・・14日
③不明権利者探索の結果を連絡。
④連絡先が判明した実演家は、aRma側で委任を勧誘。
⑤実演家がaRmaに委任した場合、aRmaが二次利用を許諾。
⑥実演家がaRmaに委任しない場合、放送局側で権利クリア。
⑦裁定制度の利用要件を満たし、裁定制度の利用が可能に。

aRmaが
二次利用を許諾
⑤

※委任を取得できれば、
aRma集中管理が促進

※裁定制度を利用することで、
不明権利者の権利をクリア

※実演家がaRmaに委任し
ない場合は、個別に対応

⑤＋⑥＋⑦の対応により、放送番組
の二次利用の円滑化を実現
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aRma探索の実績

aRmaホームページ掲載人数

2018/2/15現在：3,015人（名寄せした人数）

aRma探索実績人数

2018/2/15現在：7,376人（延べ人数）
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参考資料

判明数 不明者数

※年度はaRma年度

5/1～翌4/30
送信可能化 ビデオグラム化 海外番販 CS番販

依頼番組数

合計
送信可能化 ビデオグラム化 海外番販 CS番販

実演家数

合計

平成23（2011）年度 185 37 0 0 222 1,959 229 0 0 2,188 722 1,466
平成24（2012）年度 156 29 0 1 186 1,154 143 0 9 1,306 399 907
平成25（2013）年度 86 31 0 0 117 572 159 0 0 731 193 538
平成26（2014）年度 130 38 3 0 171 632 462 15 0 1,109 313 796
平成27（2015）年度 84 25 0 2 111 497 146 0 14 657 244 413
平成28（2016）年度 95 25 0 0 120 646 334 0 0 980 263 717
平成29（2017）年度 81 24 0 1 106 180 223 0 2 405 122 283

番組数 実演家数

aRmaの探索実績 （年度別 / 延べ人数）
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K
の

番
組

（
総

合
テ

レ
ビ

、E
テ

レ
）
を

見
た

い
と

思
わ

な
か

っ
た

か
ら

デ
ー

タ
通

信
料

が
か

か
る

か
ら

パ
ソ

コ
ン

や
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

、
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

で
は

画
面

が
小

さ
い

か
ら

利
用

方
法

が
よ

く
わ

か
ら

な
か

っ
た

か
ら

見
た

い
番

組
が

な
か

っ
た

か
ら

テ
レ

ビ
で

番
組

を
見

ら
れ

る
か

ら

「ネ
ット
同
時
配
信
実
験
」を
利
⽤
しな
か
った
理
由
（
n=
1,515）

ア
ン

ケ
ー

ト

（
複

数
回

答
）

速
報

値


「ネ

ット同
時

配
信

実
験

」が
どの

よ
うに

な
れ

ば
今

後
利

⽤
した

い
か

に
つ

い
て

は
、「⺠

放
の

番
組

も
⾒

られ
る

よ
うに

な
る

」が
最

も
多

く、次
に

、「デ
ー

タ通
信

料
を

気
に

せ
ず

利
⽤

で
き

る
よ

うに
な

る
」「視

聴
で

き
る

番
組

を
簡

単
に

知
る

ことが
で

き
る

よ
うに

な
る

」
だ

った
。

⼀
般
向
け
調
査
：
「⾮
利
⽤
者
」が
「今
後
、期
待
す
る
こと」

「ネ
ット
同
時
配
信
実
験
」が
、どの

よ
うに
な
れ
ば
、今
後
利
⽤
した
い
か
（
n=
1,515）

16.4%

19.1%

2.8% 6.7%

6.9% 12.3%

13.4% 18.7%

21.4%

26.1%

28.3%

0%
100%

50%

今
後

も
利

用
す

る
つ

も
り

は
な

い

と
く
に

な
い

、
わ

か
ら

な
い

そ
の

他

サ
ー

ビ
ス

に
対

応
し

た
端

末
の

種
類

が
増

え
る

画
像

や
音

声
の

質
が

高
ま

る

設
定

方
法

や
再

生
・
検

索
機

能
が

充
実

す
る

ア
プ

リ
・
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
の

利
用

方
法

が
わ

か
り

や
す

く
な

る

見
る

こ
と

が
で

き
る

N
H

K
の

番
組

が
増

え
る

デ
ー

タ
通

信
料

を
気

に
せ

ず
利

用
で

き
る

よ
う

に
な

る

民
放

の
番

組
も

見
ら

れ
る

よ
う

に
な

る

ア
ン

ケ
ー

ト

（
複

数
回

答
）

視
聴

で
き

る
番

組
を

簡
単

に
知

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

速
報

値
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シ
ス
テ
ム
構
成
概
念
図

映
像

⾳
声

出
⼒

フタ
か

ぶ
せ

エ
ン

コー
ダー

配
信

制
御

認
証

基
盤

実
験

参
加

者
(パ

ソ
コン

/ス
マ

ホ
/タブ

レ
ット)

CD
N

連
携

配
信

映
像

⾳
声

出
⼒

フタ
か

ぶ
せ

N
H

K(⼤
阪

局
)

映
像

⾳
声

出
⼒

フタ
か

ぶ
せ

N
H

K(静
岡

局
)

視
聴

資
格

の
確

認

N
H

K(本
部

)

「フタ
か
ぶ
せ
」の
考
え
⽅

ニ
ュー
ス

・映
像

の
ネ

ット配
信

可
否

を
確

認
し、配

信
不

可
の

映
像

は
フタか

ぶ
せ

処
理

を
⾏

う

⼀
般
番
組

・試
験

の
た

め
に

、権
利

者
等

に
番

組
制

作
者

が
確

認
作

業
を

⾏
う

・１
カットで

も
ネ

ット配
信

不
可

の
映

像
が

あ
れ

ば
番

組
ご

とに
フタか

ぶ
せ

処
理

を
⾏

う

ニ
ュー

ス
の

フタ⽂
⾔

⼀
般

番
組

／
配

信
対

象
時

間
外

の
フタ⽂

⾔
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本
部
、⼤
阪
局
・静
岡
局
で
の
「フタ

か
ぶ
せ
」対
応

本
部

⼤
阪
局
・静
岡
局

⼀
般
番
組

•
編

成
シ

ス
テ

ム
との

連
携

に
よ

る
⾃
動
フタ
制
御

(番
組
ご
と)

•
⼿
動
フタ

か
ぶ

せ
対

応

ニ
ュー
ス

•
報

道
シ

ス
テ

ム
との

連
携

に
よ

る
⾃
動
フタ
制
御

(ニ
ュー
ス
映
像
ご
と)

•
⼀

部
、⼿
動
フタ

か
ぶ

せ
対

応

•
⼿
動
フタ

か
ぶ

せ
対

応

本
部
の
「フタ

か
ぶ
せ
」シ
ス
テ
ム

⼿
動

フタ
か
ぶ
せ

フタ
制
御

⾃
動
フタ
か
ぶ
せ
シ
ス
テ
ム

（
⼀
般
番
組
）

（
ニ
ュー
ス
）
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配
信
対
象
時
間
合
計

※
1

⼤
阪

局
発

の
番

組
例

•
お

は
よ

う関
⻄

•
ウ

イー
クエ

ン
ド関

⻄
•

ぐる
っと関

⻄
お

ひ
る

ま
え

•
ニ

ュー
ス

ほ
っと関

⻄
•

か
ん

さい
熱

視
線

•
ニ

ュー
ス

８
４

５
等

※
2 静

岡
局

発
の

番
組

例

•
お

は
よ

う静
岡

•
ひ

る
・しず

•
た

っぷ
り静

岡
•

ニ
ュー

ス
しず

お
か

８
４

５
等

配
信

対
象

時
間

553時
間

29分
48秒

544時
間

22分
00秒

66時
間

53分
24秒

45時
間

07分
08秒

配
信
イ
メ
ー
ジ

総
合

Eテ
レ

総
合

総
合

⼤
阪

局
発

※
1

静
岡

局
発

※
2 

05:00

08:00

12:00

18:00

25:00

⼤
阪

局
発

※
1

静
岡

局
発

※
2 

⼤
阪

局
発

※
1

静
岡

局
発

※
2 

本
部

⼤
阪
局

静
岡
局

速
報

値

配
信
実
施
時
間
の
⽐
率
（
概
要
）

85.1％

14.9％

94.5%

5.5%

94.3%

5.7%

81.9%

18.1%

⼤
阪

局
発

静
岡

局
発

本
部

(総
合

)

本
部

(Eテ
レ

)

配
信
実
施

配
信
せ
ず

配
信
実
施

配
信
せ
ず

配
信
実
施

配
信
せ
ず

配
信
実
施

配
信
せ
ず

速
報

値

全
体

配
信
実
施

84.5％

配
信
せ
ず

15.5％
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配
信
実
施
時
間
の
詳
細
(同
時
配
信
：
総
合
・Eテ

レ
)

速
報

値

時
間

配
信

実
施

⽐
率

⼀
般

番
組

282時
間

28分
05秒

81.5％
ニ

ュー
ス

188時
間

29分
32秒

91.1％
合
計

470時
間
57分

37秒
85.1％

【参
考

】フタか
ぶ

せ
な

しの
番

組

番
組

数
⽐

率
1,733

84.7％
56

100.0％
1,789

85.1％

総
合

Eテ
レ

【参
考

】フタか
ぶ

せ
な

しの
番

組

番
組

数
⽐

率
455

76.3％
143

52.0％
598

68.7％

時
間

配
信

実
施

⽐
率

⼀
般

番
組

438時
間

51分
45秒

81.7％
ニ

ュー
ス

7時
間

12分
00秒

100.0％
合
計

446時
間
03分

45秒
81.9％

配
信
実
施
時
間
の
詳
細
(同
時
配
信
：
地
域
放
送
番
組
)

⼤
阪

静
岡

速
報

値

時
間

配
信

実
施

⽐
率

⼀
般

番
組

15時
間

46分
38秒

92.7％

ニ
ュー

ス
26時

間
46分

34秒
95.3％

合
計

42時
間
33分

12秒
94.3％

時
間

配
信

実
施

⽐
率

⼀
般

番
組

33時
間

48分
29秒

94.8％

ニ
ュー

ス
29時

間
25分

07秒
94.2％

合
計

63時
間
13分

36秒
94.5％

【参
考

】
フタか

ぶ
せ

な
しの

番
組

番
組

数
⽐

率

33
78.6％

134
82.7％

167
81.9％

【参
考

】
フタか

ぶ
せ

な
しの

番
組

番
組

数
⽐

率

22
75.9％

125
90.6％

147
88.0％
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配
信
実
施
時
間
の
詳
細
(同
時
配
信
：
全
体
)

速
報

値

時
間

配
信

実
施

⽐
率

⼀
般

番
組

770時
間

54分
57秒

82.3％
ニ

ュー
ス

251時
間

53分
13秒

92.1％
合
計

1,022時
間
48分

10秒
84.5％

全
体

【参
考

】
フタか

ぶ
せ

な
しの

番
組

番
組

数
⽐

率
2,243

82.6％
458

72.6％
2,701

80.7％

配
信
しな
か
った
（
フタ
か
ぶ
せ
）
理
由

外
部
調
達
映
像

配
信
権
な
し

購
⼊
番
組
等

配
信
権
な
し

使
⽤
料
請
求
あ
り

使
⽤
許
諾
の
確
認
困
難

そ
の
他

番
組

内
で

⽤
い

た
外

部
映

像
に

つ
い

て
配

信
権

が
な

い
も

の
。

例
：

ニ
ュー

ス
番

組
の

中
の

ス
ポ

ー
ツの

映
像

⇒
 

⼀
般

番
組

の
場

合
は

番
組

全
体

に
フタ、ニ

ュー
ス

の
場

合
は

当
該

部
分

に
フタ

ア
ニ

メや
海

外
ドラマ

等
の

購
⼊

に
当

た
って

放
送

権
は

取
得

した
が

、配
信

権
は

な
い

も
の

。
(他

事
業

者
に

よ
る

有
料

配
信

あ
り、契

約
に

ネ
ット配

信
権

の
設

定
な

し
等

)
⇒

番
組

全
体

に
フタ

番
組

内
で

外
部

映
像

等
を

使
⽤

して
お

り、配
信

に
つ

い
て

明
確

な
対

価
請

求
が

あ
った

も
の

。
(相

⼿
⽅

に
規

定
の

使
⽤

料
⾦

あ
り

等
)

権
利

者
が

不
明

、関
係

す
る

権
利

者
が

多
数

に
及

び
期

間
中

の
確

認
が

困
難

な
どの

理
由

で
配

信
を

⾒
送

った
も

の
。

(過
去

番
組

の
再

放
送

な
ど番

組
制

作
時

か
ら⻑

期
間

経
過

して
い

る
も

の
等

)

そ
の

他
の

理
由

で
配

信
しな

か
った

も
の

。
（

輸
⼊

盤
Ｃ

Ｄ
使

⽤
の

た
め

配
信

を
差

し控
え

た
も

の
等

）

権
利
者
等
か
ら
ネ
ット
配
信

許
諾
得
ら
れ
ず

権
利

者
等

（
出

演
者

、番
組

で
使

⽤
した

著
作

物
の

著
作

者
な

ど）
か

ら配
信

へ
の

許
諾

が
得

られ
な

か
った

も
の

。

権
利
者
等
に
対
して
は
、無
償
で
ご
協
⼒
を
お
願
い
した
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配
信
しな
か
った
理
由
別
内
訳
(同
時
配
信
：
総
合
・Eテ

レ
)
【時
間
】

32.2%

配
信

しな
か

った
理

由

4.7%

39.0%

4.9%

8.8%

10.4%

6.0%

12.6%

17.2%

5.8%

15.0%

43.4%

そ
の
他

使
⽤
許
諾
の
確
認
困
難

権
利
者
等
か
ら
ネ
ット
配
信
許
諾
得
ら
れ
ず

使
⽤
料
請
求
あ
り

購
⼊
番
組
等
：
配
信
権
な
し

外
部
調
達
映
像
：
配
信
権
な
し

配
信

しな
か

った
時

間
に

対
す

る
割

合
配

信
対

象
時

間
全

体
に

対
す

る
割

合
配

信
しな

か
った

時
間

に
対

す
る

割
合

配
信

対
象

時
間

全
体

に
対

す
る

割
合

0.9%

1.9%

2.6%

0.9%

2.2%

6.5%

5.8%

0.9%

7.1%

0.9%

1.6%

1.9%

85.1%
14.9%

総
合

81.9%
18.1%

Eテ
レ

配
信

対
象

時
間

：
約

553時
間

配
信

対
象

時
間

：
約

544時
間総
合

Eテ
レ

速
報

値
:配

信
実

施
:配

信
せ

ず

フタ
か
ぶ
せ
の
理
由
別
内
訳
(同
時
配
信
：
総
合
・Eテ

レ
)
【番
組
数
】

40.8%

フタか
ぶ

せ
の

理
由

2.2%

43.3%

4.5%

3.8%

5.4%

2.9%

4.0%

24.9%

4.8%

5.5%

57.9%

そ
の
他

使
⽤
許
諾
の
確
認
困
難

権
利
者
等
か
ら
ネ
ット
配
信
許
諾
得
ら
れ
ず

使
⽤
料
請
求
あ
り

購
⼊
番
組
等
：
配
信
権
な
し

外
部
調
達
映
像
：
配
信
権
な
し

0.9%

1.3%

7.8%

1.4%

1.7%

18.1%

6.1%

0.3%

6.5%

0.7%

0.6%

0.8%

総
合

Eテ
レ

速
報

値

1287

13614 1217

8116813 15

158

フタか
ぶ

せ
あ

り
番

組
数

配
信

対
象

番
組

全
体

に
対

す
る

割
合

フタか
ぶ

せ
番

組
全

体
に

対
す

る
割

合

68.7％
31.3%

総
合

85.1%
14.9%

Eテ
レ

配
信

対
象

番
組

数
：

871

配
信

対
象

番
組

数
：

2,103

:フタか
ぶ

せ
な

し
:フタか

ぶ
せ

あ
り

フタか
ぶ

せ
あ

り
番

組
数

配
信

対
象

番
組

全
体

に
対

す
る

割
合

フタか
ぶ

せ
番

組
全

体
に

対
す

る
割

合
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配
信
しな
か
った
理
由
別
内
訳
(同
時
配
信
：
地
域
放
送
番
組
)
【時
間
】

速
報

値

配
信

しな
か

った
理

由

そ
の
他

使
⽤
許
諾
の
確
認
困
難

権
利
者
等
か
ら
ネ
ット
配
信
許
諾
得
ら
れ
ず

使
⽤
料
請
求
あ
り

購
⼊
番
組
等
：
配
信
権
な
し

外
部
調
達
映
像
：
配
信
権
な
し

配
信

しな
か

った
時

間
に

対
す

る
割

合
配

信
対

象
時

間
全

体
に

対
す

る
割

合
配

信
しな

か
った

時
間

に
対

す
る

割
合

配
信

対
象

時
間

全
体

に
対

す
る

割
合

94.5%
⼤

阪

94.3%
静

岡

配
信

対
象

時
間

：
約

66時
間

配
信

対
象

時
間

：
約

45時
間

5.5%

5.7%

⼤
阪

静
岡

---

41.9% -

58.1%

--

14.5%

18.4% -

67.0%

--

0.8%

1.0% -

3.7%

---

2.4% -

3.3%

:配
信

実
施

:配
信

せ
ず

フタ
か
ぶ
せ
の
理
由
別
内
訳
(同
時
配
信
：
地
域
放
送
番
組
)
【番
組
数
】

-

フタか
ぶ

せ
の

理
由

--

35.0% -

65.0%

--

5.4%

16.2% -

78.4%

そ
の
他

使
⽤
許
諾
の
確
認
困
難

権
利
者
等
か
ら
ネ
ット
配
信
許
諾
得
ら
れ
ず

使
⽤
料
請
求
あ
り

購
⼊
番
組
等
：
配
信
権
な
し

外
部
調
達
映
像
：
配
信
権
な
し

--

1.0%

2.9% -

14.2%

---

4.2% -

7.8%

速
報

値

0007 013

0026 029

81.9％
⼤

阪

88.0％
静

岡

配
信

対
象

番
組

：
204

配
信

対
象

番
組

：
167

18.1％

12.0％

⼤
阪

静
岡

:フタか
ぶ

せ
な

し
:フタか

ぶ
せ

あ
り

フタか
ぶ

せ
あ

り
番

組
数

配
信

対
象

番
組

全
体

に
対

す
る

割
合

フタか
ぶ

せ
番

組
全

体
に

対
す

る
割

合
フタか

ぶ
せ

あ
り

番
組

数
配

信
対

象
番

組
全

体
に

対
す

る
割

合
フタか

ぶ
せ

番
組

全
体

に
対

す
る

割
合
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配
信
しな
か
った
理
由
別
内
訳
(同
時
配
信
：
全
体
)
【時
間
】

配
信

しな
か

った
理

由

19.9%

7.9%

28.7%

6.1%

11.2%

26.3%

そ
の
他

使
⽤
許
諾
の
確
認
困
難

権
利
者
等
か
ら
ネ
ット
配
信
許
諾
得
ら
れ
ず

使
⽤
料
請
求
あ
り

購
⼊
番
組
等
：
配
信
権
な
し

外
部
調
達
映
像
：
配
信
権
な
し

配
信

しな
か

った
時

間
に

対
す

る
割

合
配

信
対

象
時

間
全

体
に

対
す

る
割

合

3.1%

1.2%

4.4%

0.9%

1.7%

4.1%

84.5%
15.5%

配
信

対
象

時
間

：
約

1,209時
間

速
報

値
:配

信
実

施
:配

信
せ

ず

全
体

フタ
か
ぶ
せ
の
理
由
別
内
訳
(同
時
配
信
：
全
体
)
【番
組
数
】

速
報

値

フタか
ぶ

せ
の

理
由

21.1%

2.8%

32.0%

6.2%

4.2%

33.7%

そ
の
他

使
⽤
許
諾
の
確
認
困
難

権
利
者
等
か
ら
ネ
ット
配
信
許
諾
得
ら
れ
ず

使
⽤
料
請
求
あ
り

購
⼊
番
組
等
：
配
信
権
な
し

外
部
調
達
映
像
：
配
信
権
な
し

配
信

対
象

番
組

全
体

に
対

す
る

割
合

4.1%

0.5%

6.2%

1.1%

0.8%

6.5%

13618

20640 27

217

フタか
ぶ

せ
あ

り
番

組
数

フタか
ぶ

せ
番

組
全

体
に

対
す

る
割

合

80.7%
19.3%

配
信

対
象

番
組

数
：

3,345

:フタか
ぶ

せ
な

し
:フタか

ぶ
せ

あ
り

全
体
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